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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

（１）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社は、「従業員が誇りを持てる会社でなければならない」、「お客様の信頼を得なければならない」、「株主の皆様のご期待に応えなければなら

ない」、「地域社会に歓迎されなければならない」、「国際社会の発展に貢献しなければならない」を「五つの心得」として社是としております。当社

は、この社是に従い、株主の皆様・取引先・地域社会・国際社会・従業員をはじめとしたさまざまなステークホルダーに対して社会的な責任を遂行

し企業価値を最大化することを経営の基本方針としております。この経営の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要な

課題と位置付け、強化に努めております。また、当社は会社経営の健全性の確保をはかり、コーポレート・ガバナンスを強化するために、内部統

制システムの確立、整備及びその拡充を推進しております。

コーポレート・ガバナンスの基本方針

１）株主の権利・平等性の確保

株主の権利の確保に努め、株主の権利行使にかかる適切な環境整備を行うことにより、実質的な株主の権利と平等性の確保に努めます。

２）株主以外のステークホルダーとの適切な協働

社是に基づきステークホルダーの存在を意識し、ステークホルダーとの適切な協働に努めます。

３）適切な情報開示と透明性の確保

法令に基づく開示を適切に行うとともに、非財務情報を含めた主体的な情報発信を行うよう努めます。

４）取締役会等の責務

取締役会は、株主に対する受託者責任、説明責任を踏まえ、その役割と責務を認識し、適切に果たすことができるよう努めます。

５）株主との対話

株主との間で建設的な対話が行えるよう方針・体制を整備し、株主に対しわかりやすい説明を行うよう努めます。

（２）会社の機関の基本説明

当社では、１１名の取締役により、迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により業務執行について、取締役から執行役員へ
大幅な権限委譲を実施し、経営・監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。

なお、１１名の取締役のうち３名が社外取締役であり、企業経営全般について助言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能
の強化をはかっております。

また、監査役につきましては、監査機能の強化・充実をはかるため、全４名のうち３名を社外監査役（うち１名は常勤監査役）としております。監

査役は監査役会の開催や取締役会及びその他重要な会議への出席のほか、会計監査人、内部監査室と連携をとり、国内事業所及びグループ会
社への監査を実施し、取締役の職務執行の監査を行っております。

（３）内部統制システムの整備

当社は、取締役会で決議した「内部統制システムの整備の基本方針」に基づいて、コンプライアンス体制、情報保存管理体制、リスク管理体制、

効率的職務執行体制、グループ会社管理体制、監査に係る体制等を包括的に整備し、その強化に努めております。（詳しくは、本報告書の「内部

統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」をご参照ください。）

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。

　なお、全ての原則について、2018年６月の改訂前のコードに基づき記載しており、これらの原則についての改訂を踏まえた更新は2018年12月末

までに行う予定です。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４ いわゆる政策保有株式】

<<政策保有に関する方針>>

当社が保有する上場株式は、株式保有を通じて安定的な取引関係の維持・向上をはかることが、当社の企業価値の向上に資すると認められるも

のを対象としております。保有する株式は、取締役会において、企業による政策保有株式の動向、当社が保有する相手先との取引の状況及び当

該株式の市場価額等を基に、当該株式の保有継続が当社の企業価値向上に資するかどうかについて検証を行っております。

<<議決権行使の基準>>

当社は、保有株式に係る議決権行使に当たっては、当該企業の効率的かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるかどうかを総合

的に判断した上で、適切に対応いたします。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

取締役等が利益相反取引を行う場合には、取締役会規則、執行役員規則及び技術役員規則に基づき、取締役会決議を要します。また、当社と

関連当事者との取引については、市場価格を勘案しつつ、交渉の上、取引の実施及び取引条件について決定する方針であり、また、法令等に基



づき有価証券報告書等に開示しております。

【原則３－１ 情報開示の充実】

（１）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

社是である「五つの心得」のもと、「ミネベアミツミ七本槍」戦略により中長期的な会社の方向性を示すとともに、2021年３月期の売上高１兆円

and/or 営業利益1,000億円の達成を目指します。これらを含めた経営の状況については、和文及び英文の決算短信、投資家説明会資料、株主総

会招集通知、株主あて報告書及びアニュアルレポート等を通じて開示しており、また当社ウェブサイトにも掲載しております。

（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書「１ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「１．基本的な考え方」に記載して

おります。

（３）経営陣幹部・取締役の報酬決定

１）方針

取締役の報酬は、毎月定額で支給する基本報酬と各事業年度の業績等に応じて決定される賞与に加え、2017年に導入した業績連動インセンティ
ブ報酬、そしてストック・オプションで構成されております。

各取締役の報酬につきましては、それぞれの職務、実績及び当社の業績その他各種の要素を勘案して相当と思われる額を取締役会の決議によ

り決定しております。

業績連動賞与は会社業績と職責、成果を反映させた体系としており、各期の連結業績及び株価水準等を指標とする賞与算出テーブルに基づき、

支給基準を決定しております。また、業績連動インセンティブ報酬は2021年３月期に「売上高１兆円 and/or 営業利益1,000億円」を目指した中期計

画の達成度により支給額を決定しております。

また、社外取締役につきましては、当該社外取締役の経歴等を勘案し、一定の金額を設定しております。なお、社外取締役につきましては、業績
連動インセンティブ報酬及びストック・オプションの対象としておりません。

取締役以外の経営陣幹部（執行役員及び技術役員（以下、執行役員と総称します。））の報酬は、月額給与と業績連動賞与により構成されており

ます。

業績連動賞与は、各期の売上高、連結ベースの各利益等を基に、配当、賞与水準、業界及び他社動向、中長期業績見込み並びに過去の支給

実績などを総合的に勘案して決定しております。

２）手続

方針に基づき、取締役の報酬につきましては、社長執行役員、筆頭社外取締役及び筆頭監査役にて協議の上、株主総会で決議された報酬額　　
１５億円の範囲内にて取締役会で決議しております。執行役員の報酬は社長執行役員と人事担当執行役員が協議し決定しております。監査役の

報酬につきましては、株主総会で決議された１億円の範囲内にて監査役の協議により決定しております。

（４）経営陣幹部選任、取締役・監査役候補者指名

１）方針

取締役候補者の指名及び執行役員の選任におきましては、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視及び会社の各機能と

各事業部門を統括できる能力を考慮し、適材適所の観点より総合的に検討しております。

また、監査役候補者指名におきましては、財務・会計に関する知見、当社事業分野に関する知識及びリスク管理並びに企業経営に関するノウハ

ウ等を考慮し、総合的に検討し人選の上、監査役会の同意を得ております。

２）手続

方針に基づき、社長執行役員、人事担当執行役員が内容を検討し、上席執行役員会議での審議を経た後、取締役会で決議しております。

（５）選任、指名についての説明

取締役候補者につきましては、経営的な観点での業務指導、業務管理など経営者としての業務遂行状況を勘案し、持続的な企業価値向上を実

現するために必要な人材であるかという点に主眼を置き選任し、監査役候補者につきましては、社内での幅広い業務経験をもち各業務に精通し

ている人材を社内監査役候補者に、企業法務、企業会計等の深い専門的な知識と高い見識を有する人材を社外監査役候補者としております。

取締役候補者及び監査役候補者につきましては経歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております。

http://www.minebeamitsumi.com/corp/investors/disclosure/index.html

【補充原則４－１－１ 経営陣への委任の範囲とその概要の開示】

取締役会は、取締役会規則に取締役会の決議事項を定め、これに該当しない業務執行権限は、執行役員に委譲し、業務執行の活性化と迅速化

をはかり、その充実に努める体制を構築しております。

取締役会規則には、法令・定款に定める事項のほか、経営上の重要な事項を決議する旨を定めております。

【原則４－８ 独立社外取締役の有効な活用】

当社は、現在、社外取締役を３名選任しており、３名とも独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準に従い、独立社外取締役を選任することと
いたします。

【補充原則４－１１－１ 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

当社の取締役会は、迅速で戦略性の高い経営判断を行うことを目的に、定款で人数を１２名以内としており、現在は１１名で構成しております。そ

のうち８名は、当社の全ての部門・製造本部より豊富な知識・十分な経験・高い能力を有する者の中から当社への貢献が期待される者を選任して
おります。社外取締役は複数名置くことを基本方針とし、現在３名としております。社外取締役は、弁護士、経済学者及び企業経営者といった、
コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、リスクマネジメント、企業経営等、幅広い分野にわたり高い専門性を有し、企業価値の向上に資する
人材を選任しております。いずれも選任に当たっては、取締役会で慎重に審議し、選任しております。

取締役の選任に関する方針・手続

「原則３－１（iv）」に示したとおりです。

【補充原則４－１１－２ 取締役、監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合の兼任状況の開示】

取締役、監査役の他社での兼務状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書等を通じて毎年開

示しております。



社外取締役３名の兼任状況は以下の通りです。

村上光鵄氏　：弁護士

松村敦子氏　：経済学者、他の企業の社外取締役

松岡　 卓氏　：他の企業の取締役副社長執行役員

社内取締役は、当社及び当社グループ会社以外の企業の役員は兼任しておらず、取締役の職務に専念できる体制となっております。

監査役４名のうち、非常勤の社外監査役２名の兼任状況は以下の通りです。

陸名久好氏　　：税理士

柴崎伸一郎氏 ：弁護士

常勤監査役、常勤社外監査役はともに他の企業の役員等を兼任しておらず、監査役の業務に専念できる体制となっております。

【補充原則 ４－１１－３ 取締役会全体の実効性に関する分析・評価結果の概要の開示】

取締役会の実効性評価に関し、取締役、監査役全員に対して、取締役会の構成、議題、運営状況等につ

いて書面アンケートによる自己評価を実施し、取締役会事務局で分析の上、取締役会において分析結果を審議いたしました。その結果、全般的

に取締役会は十分機能していることを確認いたしました。今後ともＰＤＣＡのサイクルを回していくことで、継続的な改善を実施し、取締役会のさら

なる実効性向上を目指してまいります。

【補充原則４－１４－２ 取締役・監査役のトレーニングの方針】

１）新任の取締役、監査役には、その役割と責務の理解促進と必要な知識習得のため、社内外の研修の機会を設けます。

２）社外取締役、社外監査役には、当社の組織、業務、拠点等の情報収集ができるよう、海外を含めた主要拠点の視察や、拠点メンバーによる説

明の機会を設けます。

３）全ての取締役、監査役を対象として、役割と責務を果たせるよう継続的に研修の機会を提供し、その費用については、会社負担とします。

４）取締役、監査役及び執行役員を対象とし、時宜にあったテーマの研修会を定期的に実施します。

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】

取締役会は、株主との建設的な対話を促進するための方針として、次のとおり決議しております。

当社は、「従業員が誇りを持てる会社でなければならない」、「お客様の信頼を得なければならない」、「株主の皆様のご期待に応えなければなら

ない」、「地域社会に歓迎されなければならない」、「国際社会の発展に貢献しなければならない」ことを「五つの心得」として社是としております。

当社は、この社是に基づき、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に努めておりますが、そのためには、株主・投資家を含めたステー

クホルダーからのご理解とご支援が不可欠であると認識しております。

その対策の一環として、株主・投資家との対話を積極的に行うとともに、経営計画の進捗をはじめとする経営状況に関する情報、定量的な財務情

報、コーポレート・ガバナンスや環境・ＣＳＲなどの非財務情報を適時かつ適切に説明・開示することにより、企業としての説明責任を果たすよう努

めております。

株主との対話につきましては、活動全般を統括する役員を指定するとともに、専任部署としてＩＲ室を設置し、関係部署と連携して対応しており、対

話活動において把握した株主の意見などは、必要に応じて、会議体での報告やレポートの配布などにより、経営陣及び関係部門へフィードバック

し、情報の共有・活用をはかっております。

また、機関投資家、証券アナリストの方を対象とした決算説明会、決算説明電話会議を開催するほか、海外の投資家訪問も定期的に行っており

ます。

併せて、当社ウェブサイトを通じた情報開示に取り組んでおります。

さらに、当社は、「ミネベアミツミグループ インサイダー取引防止に関する規程」に基づき、インサイダー情報の管理には留意しており、株主との対

話において、未公表の重要事実を伝達することがないようにしております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 35,013,200 8.31

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 22,732,000 5.39

公益財団法人高橋産業経済研究財団 15,447,330 3.67

三井住友信託銀行株式会社 15,413,900 3.66

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 14,174,400 3.36

株式会社三井住友銀行 10,223,597 2.43

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 10,181,739 2.42

株式会社啓愛社 10,100,000 2.40

THE CHASE MANHATTAN BANK ３８５０３６ 8,682,148 2.06

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 7,093,900 1.68

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部

決算期 3 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

村上　光鵄 弁護士

松村　敦子 学者

松岡　卓 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

村上　光鵄 ○
同氏は、ＴＭＩ総合法律事務所客員弁護士
であります。

同氏は、裁判官、弁護士として法曹界で豊富な
経験を積んでおり、経営陣から独立した立場で
経営の監督機能を果たしております。同氏と当
社との間に人的関係、資本関係又は取引関係
その他の利害関係はなく、独立性が十分に確
保されていると認識しており、一般株主と利益
相反のおそれがないことから独立役員として届
け出ております。



松村　敦子 ○

同氏は、東京国際大学経済学部教授（兼
職：日本女子大学家政学部家政経済学科
非常勤講師、慶応義塾大学法学部政治
学科非常勤講師）であるほか、株式会社
ルネサスイーストンの社外取締役を兼任
しております。

同氏は、大学教授として経済学に関する専門
的な知見に加え、教育者として幅広い見識と経
験を有しており、その豊富な知識・経験を当社
経営に反映していただけるものと判断しており
ます。同氏と当社との間に人的関係、資本関係
又は取引関係その他の利害関係はなく、独立
性が十分に確保されていると認識しており、一
般株主と利益相反のおそれがないことから独
立役員として届け出ております。

松岡　卓 ○

同氏は、株式会社啓愛社取締役副社長
執行役員であります。当社は同社より機
械設備、部品及び油脂類等を購入するな
ど定常的な商取引を行っておりますが、同
社との取引額は当社の取引規模からして
僅少であり、当社の意思決定に際して影
響を与えるおそれはありません。

「適合項目に関する補足説明」に記載している

事項以外に同氏と当社との間に人的関係、資

本関係または取引関係その他の利害関係はな
く、独立性が十分に確保されていると認識して

おり、一般株主と利益相反のおそれがないこと

から独立役員として届け出ております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役会は、内部監査室と定期的な打合せを行い、内部監査の年間計画及びその目的等を聴取し、内部監査の結果報告を全て受けておりま

す。監査の実施にあたっては、監査のポイント等を事前に協議し、必要に応じて内部監査に同行し立ち会っております。また、監査役会は、会計

監査人である有限責任 あずさ監査法人から、監査体制、監査計画、監査実施状況等の説明を受け、情報交換・意見交換等を行うとともに、国内

事業所及びグループ会社における会計監査に同行し、定期的に状況を確認しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

時丸　和好 他の会社の出身者 △

陸名　久好 税理士

柴崎　伸一郎 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）



m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

時丸　和好 ○

同氏は、当社の取引銀行である三井住友
信託銀行株式会社において、長年金融業
務、コンプライアンス関連業務及び内部監
査業務を担当しており、その経歴を通じて
培った経験、見識に基づいて経営陣から
独立した立場で監査機能を果たしておりま
す。同氏は2015年６月に同行を退職して
おり、同行の影響を受ける立場にはありま
せん。また、当社は同行以外にも複数の
金融機関と取引があり、同行が当社の意
思決定に対して影響を与えるおそれはあ
りません。

「適合項目に関する補足説明」に記載している
事項以外に同氏と当社との間に人的関係、資
本関係または取引関係その他の利害関係はな
く、独立性が十分に確保されていると認識して
おり、一般株主と利益相反のおそれがないこと
から独立役員として届けております。

陸名　久好 ○
同氏は、陸名久好税理士事務所代表であ
ります。

同氏は、税理士として財務、会計及び税務に精
通しており、長年の経験と専門的知見により経
営陣から独立した立場で監査機能を果たして
おります。同氏と当社との間に人的関係、資本
関係又は取引関係その他の利害関係はなく、
独立性が十分に確保されていると認識してお
り、一般株主と利益相反のおそれがないことか
ら独立役員として届けております。

柴崎　伸一郎 ○

同氏は、法律事務所ジュリコム パート

ナーであるほか、一般社団法人日本損害
協会 紛争解決委員及び東海大学医学部

客員教授を兼任しております。

同氏は、弁護士として企業法務に精通してお
り、経営陣から独立した立場で経営の監視機
能を果たしております。同氏と当社との間に人
的関係、資本関係又は取引関係その他の利害
関係はなく、独立性が十分に確保されていると
認識しており、一般株主と利益相反のおそれが
ないことから独立役員として届け出ております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績連動型報酬制度を導入しております。また、当社は、2021年３月期の売上高１兆円 and/or 営業利益1,000億円の達成を目指した中期計画を

発表しており、取締役の業績向上へのインセンティブの効果をさらに発揮させるため、2017年に新たな業績連動インセンティブ報酬制度を設けて
おります。さらに、業績向上に係るインセンティブとして、取締役に対する株式報酬型ストック・オプション制度を採用しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬制度に関し、当社業績及び株式価値との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めること及び
株主との価値共有を進めることを目的としております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示



該当項目に関する補足説明

事業報告においては、取締役・監査役の別（社外取締役・社外監査役についてはそれぞれ内数）に、各々の支給人員及び各々の報酬等の種類別
の総額を開示しております。

有価証券報告書においては、取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・社外役員のそれぞれについて、各々の報酬等の種類別の
総額及び支給人員を開示しております。また、報酬の総額が１億円以上である取締役について、個別に開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬は、毎月定額で支給する基本報酬と各事業年度の業績等に応じて決定される賞与に加え、2017年に導入した業績連動インセンティ
ブ報酬、そしてストック・オプションで構成されております。各取締役の報酬につきましては、それぞれの職務、実績及び当社の業績その他各種の
要素を勘案して相当と思われる額を取締役会の決議により決定しております。

業績連動賞与は会社業績と職責、成果を反映させた体系としており、各期の連結業績及び株価水準等を指標とする賞与算出テーブルに基づき、
支給基準を決定しております。また、業績連動インセンティブ報酬は2021年３月期に「売上高１兆円 and/or 営業利益1,000億円」を目指した中期計

画の達成度により支給額を決定しております。

また、社外取締役につきましては、当該社外取締役の経歴等を勘案し、一定の金額を設定しております。なお、社外取締役につきましては、業績
連動インセンティブ報酬及びストック・オプションの対象としておりません。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役に関するサポートは、基本的に取締役会事務局が担当しておりますが、必要に応じ関係部門が適切に対応しております。社外監査役
に関しましては、常勤監査役とコンタクトを密にし、情報の共有に努めております。また、社外取締役・社外監査役には、取締役会の資料等を事前
に配布することで議案や報告事項の内容を可能な限り早くご理解いただけるよう努めております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(１)経営の意思決定及び監督機能

当社の経営の意思決定及び監督機能については、取締役１１名による取締役会を重要な戦略的意思決定を行う最高決議機関として、迅速で戦
略性の高い経営判断を行う体制とし、３名の社外取締役により企業経営全般についての助言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会
の監督機能の強化をはかっております。

なお、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を１年としております。

(２)経営の執行機能

当社の経営の執行機能については、執行役員制度により、執行役員に取締役の業務執行権限を委譲し、業務執行の活性化と迅速化をはかり、

その充実に努める体制を構築しております。また、当社のものづくりの基幹となる開発技術をさらに強化するため、技術役員制度を導入しておりま

す。技術役員は経営にも参画しております。

なお、取締役と同様に、執行役員及び技術役員の任期も１年としております。

(３)経営の監視機能

当社の経営の監視機能については、監査役４名(うち３名が社外監査役)による監視体制を構築しております。

また、当社では代表取締役以外の取締役に役付は設けないことで、取締役相互の監視体制の強化をはかっております。

(４)各種機関の概要

・取締役会

原則毎月１度の定時取締役会及び適宜開催する臨時取締役会において、１１名の取締役により迅速で戦略性の高い意思決定をはかっておりま
す。また、国内外における当社グループ会社に関する経営上の重要事項等について、取締役会において適宜決議・報告を行っております。

・上席執行役員会議

社長執行役員の諮問機関として位置付けております。原則毎月１度の定時上席執行役員会議及び適宜開催する臨時上席執行役員会議におい

て、業務執行に関する協議を行っております。

・執行役員会議

四半期毎に開催の執行役員会議及び適宜開催する執行役員会議において、国内外における当社及び当社グループ会社に関する業務執行状況
について報告を行い、連携強化をはかっております。

・監査役会

原則毎月１度の定時監査役会及び適宜開催する臨時監査役会において、議論を行い、具体的問題について十分に分析検討を行っております。

また、四半期毎に代表取締役社長執行役員と意見交換会を開催しております。

・その他委員会

コンプライアンス、リスク管理、情報セキュリティ等、適切な業務遂行上必要な特定事項に関し、委員会を設置しております。

（５）会計監査の状況

会計監査については、当社と会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結している有限責任 あずさ監査法人が実施しており、

2018年６月末現在、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、小尾淳一氏、野村哲明氏及び神山卓樹氏であります。また、会計監査業

務に係る補助者は、公認会計士１０名、米国公認会計士１名及びその他１２名であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由



当社は監査役設置会社であります。全４名の監査役のうち３名を社外監査役（うち１名は常勤監査役）としており、客観的・独立的な立場で取締役
の職務執行の監査を行っております。また、１１名の取締役のうち３名を社外取締役としており、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営
の推進、業務執行機関に対する監督機能の強化をはかっております。これらの体制により、経営監視機能の中立性・客観性が十分に確保されて
いるものと判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
第72回定時株主総会は、開催日 2018年６月28日に対し、招集通知の発送日を、2018年６

月５日といたしました。

電磁的方法による議決権の行使 インターネット等による議決権行使を実施しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」に参加して
おります。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知　英訳版を作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。

その他
当社ウェブサイトに招集通知及び添付書類を掲載しております。なお、招集通知は発送日
の３日前に、株式会社東京証券取引所及び当社ウェブサイトに開示いたしました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社ウェブサイトの投資家情報

http://www.minebeamitsumi.com/corp/investors/management/dpolicy/index.
html

において、「ディスクロージャーポリシー」を掲載しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期決算発表・期末決算発表の直後にそれぞれ説明会又は電話会議を開
催しております。説明資料及び動画配信を当社ウェブサイトに掲載しておりま
す。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
海外投資家向けに上記説明会の英文資料を当社ウェブサイトに掲載しており
ます。

あり

IR資料のホームページ掲載
ＩＲ情報　http://www.minebeamitsumi.com/corp/investors/index.html　におい
て、「経営方針」、「株式・債券」、「ＩＲ資料室」、「業績・財務データ」等を掲載し
ております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営管理・経理財務部門　ＩＲ室

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

『ミネベアミツミグループ行動規範』を策定し、その中で企業は公正で自由な競争を通じて
利潤を追求する組織であるにとどまらず、広く社会にとって有益な存在であることが求めら
れていること、コンプライアンス（倫理法令遵守）が企業経営において重要なファクターとさ
れていること、コーポレート・ガバナンス（企業統治の論理）の観点から企業のステークホル
ダー（利害関係者）に対する公正・誠実な姿勢が強く求められていること、したがって当社
は企業市民として企業倫理に則した公正かつ適切な経営を実現することで、企業としての
社会的責任を果たすと共に企業価値を向上させていくことを規定しております。

さらに、企業のコンプライアンスを支えるのは、その企業を構成する役員・従業員であり、企
業の取り組みに加えて、その企業を構成する者一人ひとりが、これまで以上に自身の行動
に自覚と責任が求められる時代になったとの認識のもと、当社グループの全ての役員・従
業員が同行動規範の価値観・倫理観を共有し、具体的な行動として実践していくことを、よ
り一層確かなものとすることを目的に、同行動規範の細則として『ミネベアミツミグループ役
員・従業員行動指針』を制定しております。

また、当社グループにおけるコンプライアンス体制の強化をはかる目的でコンプライアンス
上の問題を的確に管理・処理し、各種施策を迅速に実施するため、『コンプライアンス管理
規程』を制定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

企業の社会的責任（ＣＳＲ）につきましては、「ミネベアミツミグループのＣＳＲ基本方針」を
定め、この基本方針と「ミネベアミツミグループのＣＳＲ実践に向けた活動方針」に基づき、
持続可能な社会の実現に向けた取り組みを実践しております。

当社はこのＣＳＲ活動を推進することを目的として、CSR推進室及びコンプライアンス推進
室を設置し、全ミネベアミツミグループのＣＳＲ活動の推進、コンプライアンス委員会を含め
た倫理法令遵守体制の高度化等に注力しております。

また、環境については、「ミネベアミツミグループ環境方針」を定め、社長直属の環境マネジ
メント委員会を設置するとともに、グループ環境管理部を設け、組織的に実施しておりま
す。また、これまでもエネルギー使用量の削減には積極的に取り組んでまいりましたが、施
設部とグループ環境マネジメント組織が協力して、さらなる削減をはかれるよう組織体制を
強化しております。

これらのミネベアミツミグループのＣＳＲ推進活動や環境への対応については、「ミネベアミ
ツミグループＣＳＲレポート」を定期的に発刊することにより、ステークホルダーをはじめとし
た広く社会の皆様のご理解を深めてまいります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

『ミネベアミツミグループ行動規範』及び『ミネベアミツミグループ役員・従業員行動指針』に
おいて、自社の事業活動、組織運営、財務状況及び業績についての情報を、関係法令並
びに慣例に従い適切に開示する旨を規定しております。

その他 国連グローバル・コンパクトの支持を表明しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、自らの企業経営を規律する内部統制システムを確立することにより、コーポレート・ガバナンスを充実させ、企業としての社会的責任をよ
り強く果たすとともに、企業価値の一層の向上をはかることといたします。

このため当社は、会社法に基づき、「会社経営の健全性の確保」を具体化するため、「内部統制システムの整備の基本方針」を取締役会で決議し
ており、この決議の概要は以下のとおりであります。

（内部統制システムの体制等）

１．取締役、執行役員・技術役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(１)当社グループは、コンプライアンスに係わる管理体制を設け、グループ会社の取締役、執行役員・技術役員及び使用人が法令・定款及び当社
の社是を遵守した行動をとるため、『ミネベアミツミグループ行動規範』(以下、「行動規範」という。）、『ミネベアミツミグループ役員・従業員行動指
針』(以下、「行動指針」という。）及び『コンプライアンス管理規程』（以下、「管理規程」という。）を定めます。

(２)「行動規範」及び「行動指針」においては、労働、安全衛生、環境保全、倫理的経営について遵守すべき具体的指針及び基準を定めており、ま
た、その徹底をはかるため、コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスの取り組みを横断的に統括するとともに、同委員
会を中心に役職員教育等を行います。「管理規程」においては、当社グループにおけるコンプライアンスの基本方針、組織体制及び運営などの基
本事項を定め、コンプライアンス体制の整備及びコンプライアンスに関する各種施策を適宜適切に実施いたします。

(３)当社グループは、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは、一切の関係を持たないとともに、不当な要求に対しても妥協せ
ず、警察や弁護士等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で対処いたします。また、その徹底をはかるため「行動規範」及び「行動指針」にも
その旨を明記いたします。

(４)コンプライアンス委員会の活動は定期的に、又は必要に応じ取締役会に報告いたします。

(５)当社は、取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を持たせるため、取締役会に社外取締役を設置いたします。

２．取締役及び執行役員・技術役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(１)当社グループは、『ミネベアミツミグループ文書管理規程』を定め、これにより文書（電磁的記録を含むものとします。）を関連資料とともに保管
いたします。

(２)文書の保管期間及び保管場所は、法令に別段の定めがない限り、同規程に従います。なお、取締役又は監査役から閲覧の要請があった場
合、２日以内に本社において閲覧が可能である方法で保管いたします。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(１)当社グループは、リスク管理を体系的に定める『ミネベアミツミグループリスク管理基本規程』を制定し、当社グループにおけるリスク管理の最
高責任者を代表取締役社長執行役員とするとともに、その直属の組織としてリスク管理委員会を設置いたします。

(２)同規程に基づき、個々のリスクに対応する組織等で継続的に監視するほか、あらかじめ具体的なリスクを想定・分類して、有事の際の迅速か
つ適切な情報伝達と緊急体制を整備いたします。

(３)リスク管理委員会は、定期的に上記の体制整備の進捗状況をレビューするとともに、具体的な個別事案の検証を行い、その結果を含めリスク
管理に関する事項を定期的に、又は必要に応じ取締役会に報告いたします。

４．取締役及び執行役員・技術役員の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

(１)当社は、取締役を１２名以内とすることにより、迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度導入により業務執行について、取
締役から執行役員へ大幅な権限委譲を実施し、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にして、業務執行のスピードアップをはかります。

(２)当社グループは、取締役、執行役員・技術役員及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透をはかるとともに、この目標達成に向け
て、各本部、部門及び事業部が実施すべき具体的な目標及び効率的な達成の方法を各本部長・部門担当及び事業部長が定めます。その上でＩＴ
を活用したシステムにより、その結果を迅速にデータ化し、各本部、部門及び事業部と経営管理担当部署とが分析した結果を取締役会が定期的
にレビューし、効率化を阻害する要因を排除・低減する等の改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシ
ステムを構築いたします。

５．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(１)当社の本部、部門及び事業部組織が、グループ会社の事業運営上の業務を適宜適切に指導いたします。

(２)当社グループに共通の「行動規範」及び「行動指針」を制定し、グループ会社の役職員一体となった遵法意識の醸成をはかります。

(３)当社グループに共通の『グループ会社管理規程』を制定し、当社の日本国内及び海外におけるグループ会社に対する管理基準及び管理手続
きを定め、当社及びグループ会社からなる企業集団としての事業発展、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び企業価値の向上をはかります。

(４)監査役がグループ会社の内部統制体制に関して実施する監査の実効を高めるため、監査役への協力体制を整えます。

(５)グループ会社ごとに数値目標を設定し、数値目標の達成を定期的にレビューし、その結果をフィードバックしていきます。

(６)内部監査室は、グループ会社に定期的な監査を実施いたします。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項

(１)補助使用人を置く必要がある場合には、適正に人員を配置し、監査業務を補助いたします。

(２)監査役の職務の補助業務を担当する使用人が、その業務に関して監査役から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制を整備いた
します。

(３)補助使用人の監査業務補助は監査役の指揮・命令により行われます。

(４)補助使用人の人事異動・人事評価については監査役会の意見を尊重いたします。

７．取締役、執行役員・技術役員及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(１)取締役は、次に定める事項を監査役会に報告いたします。

イ 上席執行役員会議で協議された事項

ロ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

ハ 毎月の経営状況として重要な事項

ニ 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項

ホ 重大な法令・定款違反

ヘ コンプライアンスホットラインの通報状況及び内容

ト その他コンプライアンス上重要な事項



チ 取締役又は執行役員・技術役員が決裁した稟議事項

リ 取締役又は執行役員・技術役員が決裁した契約事項

ヌ 訴訟に関する事項

(２)執行役員・技術役員は、前(１)ロ ないし ホ に関する事項を監査役会に直接報告することができます。また使用人は、前(１)ロ 及び ホ に関する

重大な事実を発見した場合は、監査役会に直接報告することができます。

(３)グループ会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、前(１)ロないしホに関する事項を監
査役会に直接報告することができます。

(４)当社及びグループ会社の役職員が上記各項に係る通報をしたことを理由として、不利益な取り扱いを受けないものといたします。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(１)監査役に対して、取締役、執行役員・技術役員及び重要な使用人からヒヤリングを実施する機会を与えるとともに、代表取締役社長執行役員、
会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催いたします。

(２)内部監査室は、監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告いたします。

(３)監査役の職務の執行について生ずる費用については、原則として監査役会の立案した年間予算に基づき費用処理するものといたします。やむ
をえず、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理するものといたしま
す。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

近年、暴力団をはじめとする反社会的勢力は、さまざまな形態、手段をとって活動の不透明化を進展させ、資金獲得の手段を巧妙化させていま
す。反社会的勢力を排除していくことは、社会の治安対策上も必要ですが、企業にとっても、社会的責任、コンプライアンス、リスク管理の観点から
必要かつ重要なことであります。

当社及び当社グループは、『ミネベアミツミグループ行動規範』に、「当社グループは、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の
関係を持たないとともに、不当な要求に対しても妥協せず、警察や弁護士等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で対処する。」と定め、『ミネ
ベアミツミグループ役員・従業員行動指針』に、「私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態
度で臨み、一切の関係を断絶します。」と定めており、これらを周知徹底するとともに、担当者や担当部署任せとならないよう、反社会的勢力対応
部署を定め、対応しております。

そして、社内・グループ内に「反社会的勢力による被害を防止するための取り組み」を通達して周知徹底させ、グループ全体でこれらの勢力との関
係を遮断するとともに、当社グループの取引先企業に対しても、取引基本契約を締結するに際し、反社会的勢力排除の条項を盛り込むなど当社
の取り組みを理解いただき、反社会的勢力との関係の遮断について協力を求めております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要につきましては以下のとおりであります。

１．基本方針の内容

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社グループの企業価値の源泉を十分に理解し、
当社グループの企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考
えています。

　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えてお
ります。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定す
るものではありません。

　しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の
売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締
役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収
者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社グループが企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させていくためには、当社グループの企業価値の源泉である高度な「超精密機
械加工技術」を駆使した「垂直統合生産システム」や「大規模な海外量産工場」、そして「整備された研究開発体制」を世界各地で展開し、「ものづく
りで勝てる会社、技術で勝てる会社」を目指し、「新製品の導入」「新市場の開拓」及び「生産技術の革新」の取り組みを中長期にわたり効率的かつ
持続的に実施していくことが必要となります。

　当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社グループの企業価値向上のために必要
不可欠な企業価値の源泉や特徴を理解した上で、これらを中長期的に確保し実現していかなければ、当社グループの企業価値ひいては株主共
同の利益は毀損されることになります。

　そこで、当社は、このような当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の
決定を支配する者として不適切であり、このような者による当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に反する買収行為を抑止するため
には、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

２．基本方針の実現に資する特別な取り組みの内容の概要

　当社グループは、株主の皆様・取引先・地域社会・国際社会・従業員をはじめとしたさまざまなステークホルダーに対して社会的責任を遂行し、
企業価値を最大化することを経営の基本方針としております。

　当社グループは、上記経営の基本方針に基づき、生産性を徹底して見直し、従来製品の一層の収益力の向上を目指します。また、機械加工製
品技術とミツミ電機及び当社グループが保有する電子機器製品技術が融合された複合製品事業を拡大させていきます。加えて、製造、営業、技
術及び開発の領域を越えた総合力の発揮により、「顧客要求対応力」と「価格対応力」の強化に努めます。さらに、地域的なリスク検討を行いなが
ら、大規模な海外量産工場の展開とグローバルな研究開発体制を整備するとともに、M&A・アライアンスを通じて、収益力の向上、企業価値の拡
大を積極的に進め、2021年３月期には売上高１兆円 and/or 営業利益1,000億円を目指します。当社はこの目標達成に向け、会社経営に関する意

思決定・業務遂行機関の整備をはかり、そのガバナンスを強化するために内部統制システムの確立、整備及びその拡充を推進してまいります。

３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの内容の概要

　当社は、2014年６月27日開催の当社第68回定時株主総会において更新を決議した「当社株式の大量取得行為に関する対応策」（買収防衛策）
について、2017年５月31日開催の取締役会及び2017年６月29日開催の当社第71回定時株主総会の各決議に基づき、その内容を一部改定した上
で更新いたしました。（以下、改定後の買収防衛策を「本プラン」といいます。）

　本プランによる基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの具体
的内容の概要は、次のとおりであります。

（１） 本プランの目的

当社取締役会は、本基本方針に定めるとおり、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務
及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の
決定が支配されることを防止し、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、当社株式に対する大
量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断
するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。

（２） 本プランの概要

　本プランは、以下の(a)もしくは(b)に該当する当社株券等の買付その他の取得又はこれに類似する行為（これらの提案を含みます。）（当社取締
役会が本プランを適用しない旨別途認めたものを除くものとし、以下「買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。

(a) 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付その他の取得

(b) 当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上とな

る公開買付け

　買付等を行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）には、あらかじめ本プランに定められる手続に従っていただくこととし、本プランに従い当
社取締役会が新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を実行してはならないものとします。

　買付者等には、買付等の開始又は実行に先立ち、本プランの手続を遵守する旨の誓約文言を含む法的拘束力のある意向表明書及び買付等の
内容の検討に必要な所定の情報等を記載した買付説明書を当社に対して提出していただきます。

　また、独立委員会は、当社取締役会に対しても、買付等の内容に対する意見や代替案（もしあれば）等の情報を提供するよう要求することができ
ます。

　独立委員会は、当該買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等を行い、かかる検討等の結果、当該買付等が本プランに定める手続を遵
守しない買付等である場合又は買付等が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある場合等
であって、かつ本プランに定める新株予約権の無償割当てを実施することに相当性が存し、本プラン所定の発動事由に該当すると判断した場合
には、当社取締役会に対して、買付者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と
引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。独立委員会による本新株予



約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告が行われた場合、当社取締役会は、実務的に開催が可能である限り、当該実施の是非に関して株主の
皆様の意思を確認するために、株主総会（勧告的決議を行う場合を含みます。以下「株主意思確認総会」といいます。）を開催します。他方、独立
委員会は、買付者等による買付等が本プラン所定の発動事由に該当しないと判断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割
当てを実施すべきでない旨の勧告を行います。

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決
議を行うものとします。ただし、株主意思確認総会を開催する場合には、当社取締役会は、当該株主意思確認総会の決議に従い、適宜必要な決
議を行うものとします。

　本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付さ
れた場合には、１個の新株予約権につき、原則として１株の当社株式が発行されることから、買付者等の有する当社の議決権割合は、最大50％
まで希釈化される可能性があります。

　なお、本プランの有効期間は、2017年６月29日開催の第71回定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会終結の時とされております。

４．具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　当社の中期事業計画をはじめとする企業価値向上のための取り組みやコーポレート・ガバナンスの強化といった各施策は、当社グループの企業
価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基本方針に沿うも
のです。

　また、本プランは、当社株式に対する買付等が行われた際に、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであ
り、基本方針に沿うものです。特に、本プランについては、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確
保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原
則、③必要性・相当性確保の原則）の要件を全て充足しております。また、本プランは、第71回定時株主総会において株主の皆様の承認を得てお
り、有効期間が約３年と定められていること、当社の株主総会又は取締役会によりいつでも本プランを廃止できるとされていること、及び、基本的
に、本プランの発動に際し、株主意思確認総会の開催を求めることにしたこと等、株主意思を重視するものとなっております。これらに加え、当社
経営陣から独立した社外取締役等によって構成される独立委員会が設置され、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必
要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家を利用し助言を受けることができるとされていること等により、その公正性・客観性
が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は次のとおりであります。

１．社内体制

（１）運営

投資家の需要に応えるべくできるだけ積極的かつ公平に情報開示を行える体制を構築するよう、努めます。

また、当社の情報開示に対する基本的な考え方を纏めた「ディスクロージャー・ポリシー」を当社ウェブサイトにおいて公表しております。

（２）情報開示担当者

情報開示担当者は次のメンバーと定め、会社情報の開示はこれらの情報開示担当者が行うこととします。

人事総務部門担当役員及び担当役員が指名する執行役員等

経営管理・経理財務部門担当役員及び担当役員が指名する執行役員等

経営企画部門担当役員及び担当役員が指名する執行役員等

（３）適時開示情報の内容の確認について

人事総務部門、経営管理・経理財務部門及び経営企画部門並びに製造本部（機械加工品製造本部、電子機器製造本部、ミツミ事業本部）におい
て、適時開示情報の内容を総合的に検討・確認します。

適時開示書類の作成は、人事総務部門、経営管理・経理財務部門及び経営企画部門が担当します。

２．情報開示の方針

（１）公表すべき会社情報

　（ａ）　金融商品取引法及び金融商品取引所の定める適時開示規則により開示が要請される情報

適時開示規則により、投資判断に影響を与える決定事項、発生事実、決算に関する情報が発生した場合、金融商品取引所から照会があった場
合、既に開示した重要な会社情報の内容について重大な変更、中止等が行われた場合に適時開示を求めております。

また、当社では、決算説明会での発表内容等適時開示規則に該当しない情報についても、投資家の需要に応えるべく、できるだけ積極的かつ公
平に開示する方針を持っております。

　（ｂ）　（ａ）の適時開示規則に該当しない情報で投資家の投資判断に大きな影響を与えると思われる情報

（２）情報の公平な開示

当社はアナリスト、機関投資家、個人投資家、メディアを問わず、情報開示担当者を通じ全ての資本市場参加者に公平に情報開示を行います。

（３）情報開示方法

　（ａ）　金融商品取引所の定める適時開示規則に従い、会社情報を適時開示情報伝達システム（ＴＤｎｅｔ)に登録・開示します。

　（ｂ）　株式会社東京証券取引所　兜倶楽部内での記者発表及び資料投函 (注) 情報の重要度に応じ、資料投函のみとする場合があります。

　（ｃ）　上記（ａ）、（ｂ）による公開後、当社ウェブサイトへの掲載や説明会の実施による開示。

情報通信技術上の障害などにより掲載時期が遅れることもあるため、ウェブサイトにおける情報開示は、あくまでも補助的なものと位置付けており
ます。また、当社が公開している情報の全てが掲載されていない場合や開示された情報と異なった表現の仕方をしている場合もあります。

（４）開示後の問い合わせ

情報開示担当者が対応します。

なお、情報開示担当者以外の役職員が投資家等から問い合わせを受けた場合には、自らが回答せず、必ず情報開示担当者にその旨を連絡する
よう徹底します。また、連絡を受けた情報開示担当者は速やかに対応します。

（５）将来の見通しに関する開示

当社では、金融商品取引所に提出する第２四半期連結累計期間及び通期の業績の見通しを公表しています。これに加えて、投資家等が自ら当
社の業績に関する予想を立てられるよう、見通しに関するガイダンスを提供する場合があります。

また、講演、質疑応答、当社の発行する書面、ウェブサイト記載内容等には、現在の計画、見通 し、戦略などが含まれる場合があります。いずれ

の場合におきましても、歴史的事実でないものは、一定の前提の下に作成した将来の見通 しであり、また現在入手可能な情報から得られた当社

経営者の判断に基づいております。

なお、将来の見通しが既に公表している予想数値と異なることが判明した場合、又は金融商品取引所の適時開示規則の重要情報に該当しない場
合でも、前記「（１）公表すべき会社情報」に則り経営管理部が重要情報と判断した際には、速やかに業績見通しの修正を公表します。
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会社情報適時開示の流れ

確認

　　　　　　　公認会計士、弁護士

　　　　　　　　への確認

回答

　

提議

　

承認

確認

　　　　　　　公認会計士、弁護士

　　　　　　　　への確認

回答

 確認

付議

承認

　

※１　公開する会社情報

１． 金融商品取引法及び金融商品取引所の定める適時開示規則により開示が要請される情報
２． １以外の情報で、投資家の投資判断に大きな影響を与えると思われる情報

※２　開示方法
１． 金融商品取引所  (1) 会社情報適時開示システム（TDｎｅｔ）による公開

　　　　　　　　　　　 (2) 株式会社東京証券取引所　兜倶楽部内での記者発表及び資料投函
２． 当社ウェブサイトへの掲載

※３　開示後の問い合わせ
情報開示担当者が対応します。

上席執行役員会議

情報を所管する部署・関係会社　　※1

監査役会

社長執行役員

人事総務部門担当役員、経営管理・経理財務部門担当役員、
経営企画部門担当役員、開示担当部署

取締役会

審議・諮問

情報開示 ※2、※3

監査

(注) 取締役会の承認が必要な事項の場合は、以下の承認を得る


